
特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書類 記載要領等

船員法適用船舶
（船員手帳あり）

B① → 第１号様式 乗船履歴表

－乗船履歴のカウント方法ー

・ 船員手帳の雇入期間（雇入日～雇止日）※
が乗船期間となります。

※ 雇入期間が「不定」の場合、官庁公認印の日付から雇
止日まで

・ 病気休暇、有給休暇その他の自己都合による休
暇を取得した期間は乗船日数にカウントできま
せんので、「乗船日数」の欄にはこれらを除外し
た日数を記入してください。

＜記入例＞


